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（１）幼稚園※を利用し、無償化の給付を受ける場合 

３（満３歳児を含む）から５歳児（クラス年齢）までのすべての子どものいる世帯 

   上記の利用に加えて、預かり保育の利用についても無償化の給付を受ける場合（満３歳児は、非課税世帯等に限り

ます。詳しくは２ページ目「子育てのための施設等利用給付認定について」をご覧ください）は、「保育を必要と

する事由」に該当する必要があります（保育を必要とする事由については、下表をご覧ください）。 

  ※「幼稚園」：認定こども園または新制度移行幼稚園（平成 27 年度：子ども・子育て支援新制度の適用を受けた幼稚園）以外の幼稚園を指します。 

（２）認定こども園（１号認定）等※を利用し、かつ、預かり保育を利用して無償化の給付を受ける場合 

   ３（満３歳児を含む）から５歳児（クラス年齢）までの子どものいる世帯のうち、「保育を必要とする事

由」のある世帯（満３歳児は、非課税世帯等に限ります。詳しくは２ページ目「子育てのための施設等利用給付

認定について」をご覧ください） ※「認定こども園（１号認定）等」：認定こども園（１号認定）、新制度移行幼稚園を指します。 

（３）認可外保育施設等※1を利用し、無償化の給付を受ける場合 

   ①０から２歳児（クラス年齢）までの子どものうち、住民税非課税等かつ「保育を必要とする事由」のある世帯 
   ※住民税課税世帯でも、第２子以降の子どもについて、月額上限 19,000 円まで助成を受けられる市独自制度が 

あります。詳しくは右記 QR コードからご確認ください（助成対象施設が施設等利用給付認定とは異なります）。 

なお、助成対象となるためには申請が必要です。 

   ②３から５歳児（クラス年齢）までの子どものうち、「保育を必要とする事由」のある世帯 

   ※１「認可外保育施設等」：認可外保育施設※2 一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を指します。 

※２ 【注意】①企業主導型保育施設（従業員枠・地域枠）を利用している子どもについては施設等利用給付認定を受けることは出来ません。 

②令和６年 10 月以降は、指導監督基準を満たしていない認可外保育施設については無償化の対象となりません。 

現時点での無償化対象施設一覧は右記 QR コードからご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者それぞれが上記のいずれかの事由にあてはまる必要があります。 

※１ 育児休業から復職する場合は、復職日の属する月からの認定となります。 

 

施設等利用給付認定のしおり 

 

事由 保護者の状況 認定できる期間 

①  就 労  保護者が就労している（月 60 時間以上） 就労している期間 ※１ 

②  妊娠・出産 母親が妊娠中、あるいは出産前後 

出産予定日の前々月の初日から（多

胎妊娠については、４ヶ月前の初日

から）出産後８週間後の月末まで 

③  疾病・障がい 保護者が病気やけがであったり、心身に障がいがある 疾病等が回復するまで 

④  介 護・看 護 保護者が親族の介護・看護をしている（月 60 時間以上） 介護・看護の必要がなくなるまで 

⑤  災 害 復 旧 地震、火災、風水害等の災害復旧にあたっている 復旧が終了するまで 

⑥  求 職 活 動 保護者が求職活動や起業準備をしている 3 か月間 ※２ 

⑦  就学・職業訓練 保護者が就学中、あるいは職業訓練を受けている（月 60 時間以上） 在学・訓練期間中 ※３ 

⑧  虐待・ＤＶ防止 児童虐待・ＤＶを防止するために必要な場合 必要と認められる期間 

 

令和    年度 

 

７ 
2025 年度 

１ 子育てのための施設等利用給付認定の対象 

幼稚園や認可外保育施設等を利用し、無償化の給付を受けるには、 

「子育てのための施設等利用給付認定」が必要です。 

幼児教育・保育無償化に伴う 

子育てのための施設等利用給付認定について 

無償化の給付を受けるための認定申請のしおり 

【保育を必要とする事由】 
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※２ 認定後３か月以内に就労証明書を提出してください。なお、引き続き求職活動により認定を希望する場合は、改めて認

定の申請が必要となりますが、認定期間中の活動実績や今後の就労見込が確認出来ない場合、再度の認定は出来ません。 

※３ 就学認定可能か判断が難しい場合は、各区子育て支援課までお問合せください。 

 

 
 
 

子育てのための施設等利用給付認定は、子どもの年齢や世帯の状況、利用する施設によって以下の区分に分

けられます。 

 

利用する施設 クラス年齢 保育の必要性 認定区分 無償化される費用 ※４ 

幼稚園 

満３歳児※１ 
有 新３号※２ 

保育料（上限 25,700 円／月※５）、 

預かり利用料（上限 16,300 円／月※6） 

無 新１号 保育料（上限 25,700 円／月※５） 

３～５歳児クラス 
有 新２号 

保育料（上限 25,700 円／月※５）、 

預かり利用料（上限 11,300 円／月※6） 

無 新１号 保育料（上限 25,700 円／月※５） 

認定こども園 

（１号認定）等 

満３歳児※1 
有 １号※３＋新３号※２ 

保育料（全額）、 

預かり利用料（上限 16,300 円／月※6） 

無 １号※３ 保育料（全額） 

３～５歳児クラス 
有 １号※３＋新２号 

保育料（全額）、 

預かり利用料（上限 11,300 円／月※6） 

無 １号※３ 保育料（全額） 

認可外 

保育施設等 

０～２歳児クラス 
有 新３号※２ 利用料※7（上限 42,000 円／月） 

無 － － 

３～５歳児クラス 
有 新２号 利用料※7（上限 37,000 円／月） 

無 － － 

※１ 満３歳児：３歳になった日から最初の３月 31 日までにある子どもを指します。 

※２ 新３号認定は、住民税非課税世帯、生活保護世帯、里親世帯に限られます。 

※３ 認定こども園（１号認定）等を利用するには、教育・保育給付認定の１号認定を受ける必要があります。 

※４ 保育料：毎月定額で園に支払う費用のうち、給食費や教材費など実費負担分を除いた費用を指します（幼稚園や認定こど

も園等に通う子どものうち、年収約 360 万円未満の世帯の子どもとすべての世帯の第３子以降の子ども（※きょうだい

順の数え方に制限有り）については、副食費（給食費のうち、おかず等に相当する費用）の負担が軽減されます）。 

※５ 国立大学附属幼稚園の上限額は 8,700 円／月です。 

※６ 日額上限は、450 円です（１か月の預かり利用日数に 450 円を乗じた額と、預かり保育の利用料を比較し、小さい方 

   が月額上限まで無償となります）。 

    ※７ 利用料：毎月園に支払う費用のうち、給食費や教材費など実費負担分を除いた費用を指します。 

 

 
※入園の手続きについては、別途、利用を希望する施設の指示に従ってください。 

（１）幼稚園を利用する場合 

  ①入園が内定した幼稚園で、認定申請書をお受け取りください。 

  ②必要事項を記入し、園から指示のあった日までに申請書を幼稚園へ提出してください。 

  ※預かり保育の無償化の給付を受けたい場合は、申請書に加えて「保育を必要とする事由」の証明書類

（３ページ参照）を添付してください。 

  ➂認定審査後、認定結果通知を送付します。 

２ 子育てのための施設等利用給付認定について （市内にお住まいの方） 

３ 子育てのための施設等利用給付認定を受けるには 
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（２）認定こども園（１号認定）等を利用し、預かり保育の無償化の給付を受ける場合 

 ①入園が内定した認定こども園等で、認定申請書をお受け取りください。 

  ②必要事項を記入し、申請書及び「保育を必要とする事由」の証明書類を利用する認定こども園へ提出し

てください。 

  ➂認定審査後、認定結果通知を送付します。 

 

（３）認可外保育施設等を利用する場合 

 ①お住まいの区の子育て支援課（入園係）窓口にて、認定申請書をお受け取りください。 

 ②必要事項を記入し、申請書及び「保育を必要とする事由」の証明書類を、お住まいの区の子育て支援課

（入園係）へ提出してください。 

 ③認定審査後、認定結果通知を送付します。 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

次の書類を提出してください。（書類は各施設、各区子育て支援課にあります。認可外保育施設等を利用する場合は、お住

いの区の子育て支援課（入園係）窓口にてお受け取りください。） 
 

（１）全ての方に提出していただく書類  
 

必 要 書 類 備  考 

施設等利用給付認定 

申請書 

・認定区分は、２ページ目上段の表を参考に、該当する区分を選択してください。 

・児童 1 名につき 1 枚必要です。 

 

（２）幼稚園・認可外保育施設等を利用する方に提出していただく書類 

必 要 書 類 備  考 

個人番号(マイナンバー) 

申告書 

幼稚園を利用する方は、申告書を専用封筒に封入し、幼稚園に提出してください。 

認可外保育施設等を利用する方は、専用封筒への封入は必要ありません。 

※市外在住で申込みをされる方は、転入後に提出してください。 

 

（３）預かり保育・認可外保育施設等を利用する方（認定区分：新２号または新３号）に提出していただく書類 

必 要 書 類 備  考 

保育を必要とする事由を

証明する書類 

・提出していただく方は、お子さんの保護者（父母等）です。 

・きょうだいで申込みの場合、下の子にはコピーを添付してください。 
 

「
保
育
を
必
要
と
す
る
事
由
」
証
明
書
類 

事  由 必 要 書 類 （就労証明書と申立書兼誓約書は市指定書式） 

●就労 就労証明書 ※1 

●妊娠・出産 申立書兼誓約書 ＋ 母子健康手帳のコピー（表紙と分娩予定日の記載があるページ） 

●疾病・障がい 申立書兼誓約書 ＋ 医師の診断書※２（申立書兼誓約書の診断書欄への記載でも可） 

●介 護・看 護 
申立書兼誓約書 ＋ 介護保険証（介護度の記載のあるもの）やケアプランのコピー等又は

医師の診断書※２ 

●災 害 復 旧 罹災（りさい）証明書  

●求 職 活 動 申立書兼誓約書 ＋原則としてハローワーク登録証等のコピ－等 

●就学・職業訓練 申立書兼誓約書 ＋在学証明書や時間割表等の在籍期間及び受講時間がわかるもの 

４ 申込みに必要な書類について 

【注意】 
認定の申請日が、幼稚園等の利用開始予定日（無償化の給付を受けたい日）を過ぎていた

場合、申請日前の利用は無償化の給付を受けられません。必ず利用開始予定日よりも前

に申請手続きを行うようお願いします。 
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※１ 就労証明書は、提出日から 3 か月以内の証明日のものを提出してください。 

令和６年度から国の標準化様式に変更となりました。 

※２ 提出日の３か月以内に発行された診断書を添付してください。障害者手帳等が交付されている方は診断書は不要です。 

 

 

静岡市外に在住の方で、子育てのための施設等利用給付認定の認定を受け、幼稚園等の利用を開始する前

に、転入手続きを行わない方、また静岡市内にお住まいで市外の施設の利用を希望し、その施設の利用を開始

する日までに転出手続きを行わない方は、次のとおり手続きをお願いします。 
 

（1）静岡市外にお住まいで、静岡市内の幼稚園等の利用を希望される方 
 

認定書類
の申請先 

お住まいの市区町村 
・提出方法等は事前にお住まいの市区町村にご確認ください。 

・入園方法は、別途、利用を希望する施設へご確認ください。 

締  切 お住まいの市区町村へご確認ください。 

必要書類 お住まいの市区町村へご確認ください。 

注意事項 
施設利用開始日までに静岡市へ転入される方は、転入手続き後すみやかに静岡市で認定申請を行

ってください。 
 
 

（２）静岡市内にお住まいで、静岡市外の幼稚園等の利用を希望される方 

静岡市に在住で市外の幼稚園等の利用を希望する方の子育てのための施設等利用給付認定の認定は、静

岡市が認定します。 

認定書類
の提出先 

静岡市の各区子育て支援課入園係 

締  切 利用を希望する施設の利用開始日の前日まで 

必要書類  しおり３ページ目「申込みに必要な書類について」のとおり 

 

 

 

認定申請後、申請内容に変更が生じた場合は、認定の変更申請が必要です。内容に変更があった場合

は、ご利用の施設または各区の子育て支援課まで必ずお申し出ください。 

（例） 
・保育を必要とする事由に変更があった（例：求職活動→就労 ／ 就労→妊娠・出産 ／ 介護→就労 等） 
・認定区分の変更をしたい（例：新１号認定→新２号認定） 
・認定するお子さんの世帯の状況に変更があった（婚姻・離婚・弟妹の出生等） 
・就労先、勤務時間、就労状況が変わった                        等 

※育児・介護休業法の改正に伴い、産後パパ育休制度及び育児休業分割取得制度が開始されました。 

制度開始に伴う認定の取扱いについては、右記 QR コードからご確認ください。 

 

 

 

●葵福祉事務所子育て支援課 ＜葵区役所 2 階＞ 

〒420-8602 葵区追手町 5-1  TEL：054-221-1095・FAX：054-221-1097 

●駿河福祉事務所子育て支援課 ＜駿河区役所 2 階＞ 

 〒422-8550 駿河区南八幡町 10-40  TEL：054-287-8673・FAX：054-287-8805 

●清水福祉事務所子育て支援課 ＜清水区役所１階＞ 

〒424-8701 清水区旭町 6-8   TEL：054-354-2358・FAX：054-354-3132 

５ 市外からの申込み、市外施設への申込みについて

 

７ 認定の申請に関する問い合わせ先 

６ 認定申請後に申請内容の変更があった場合 


